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広報とよやま平成26年6月号
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臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、
子育て支援減税手当のご案内

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、
子育て支援減税手当のご案内

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当
　平成26年4月からの消費税率引上げによる子育て

世帯の負担軽減のため、子育て世帯臨時特例給付金

を支給します。また、県内に住民登録のある方に限

り、子育て世帯を手厚く支援するために、県独自の

手当として子育て支援減税手当を支給します。

【支給対象者】

平成26年1月1日に豊山町に住民登録がされており、

平成26年1月分の児童手当（特例給付を含む）を受

給されている方　※ただし、平成25年の所得が児

童手当の所得制限額以上の場合は対象となりません。

【支給額】

　子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当

ともに、対象児童１人につき１万円（１回限りの支

給）

　※対象児童は、平成２６年１月分の児童手当（特

　　例給付を含む）の支給対象となっている児童

　※臨時福祉給付金の対象者と生活保護の被保護者

　　は、子育て世帯臨時特例給付金は支給されませ

　　ん。

●申請手続

　対象と思われる世帯には、町から制度の案内と申請書を送付しま

す。なお、公務員の方は、子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援

減税手当の申請書が職場から配布されます。

　申請書と必要書類を直接お持ちいただくか、郵送してください。

申請窓口は、7月5日（土）から8月29日（金）までは、役場2階会議室1

です。9月からは、役場1階福祉課です。

●申請受付期間

　7月5日（土）〜平成27年1月5日（月）　午前8時30分〜午後5時15分（土・

日曜日、祝休日と年末年始の休日を除く。ただし、7月5日（土）・6

日（日）のみ、役場2階会議室1において受付を行います。）

振り込め詐欺などに
ご注意ください

受給には申請が必要です。
  本町や厚生労働省などがＡＴＭ（銀

行・コンビニなどの現金自動預け払い

機）の操作をお願いすることは絶対に

ありません。

  また、「臨時福祉給付金（簡素な給付

措置）」、「子育て世帯臨時特例給付金」

や「子育て支援減税手当」を支給する

ために、手数料などの振込みを求める

ことは絶対にありません。

問合せ　福祉課福祉・少子係　
　　　　☎28・0912
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　平成26年4月からの消費税率引上げによる低所得

世帯の負担軽減のため、暫定的・臨時的な措置と

して臨時福祉給付金を支給します。臨時福祉給付

金は平成26年度町県民税の申告に基づきます。収入・

所得のない方でも申告していないと対象にならな

い場合がありますので必ず申告してください。

【支給対象者】

　平成26年1月1日に豊山町に住民登録がされており、

平成26年度分町民税（均等割）が課税されていな

い方　※ただし、町民税（均等割）が課税されている

方の被扶養者となっている場合、生活保護制度の被

保護者となっている場合などは対象となりません。

【支給額】

　支給対象者１人につき１万円（１回限りの支給）

　※支給対象者が次のいずれかに該当する場合は、

　　５千円を加算

　　・老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎

　　　年金の受給者など

　　・児童扶養手当、特別障がい者手当の受給者

　　　など


